
 

第６回 浜松市立中学校における 

「学校に着ていく服」のあり方検討委員会  

次 第 
 

日 時：令和７年３月４日(火) １３時～ 

会 場：浜松市教育委員会５階 第一会議室 

 

１ 開 会 

２ 委員長あいさつ 

３ 協 議 

   （１）「学校に着ていく服」の理念と目指す方向性（再提案） 

（２）「学校に着ていく服」の実現に向けて必要となる観点と取組 

４ その他 

 

【配布資料】 

資料１_「学校に着ていく服」の理念・目指す方向性（再提案） 

資料２_「学校に着ていく服」の実現に向けて必要な観点・取組 

資料３_制服の見直しに関する調査結果（令和７年１月末時点） 
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①
「学
校
に
着
て
い
く服
」は
、
制
服
を
含
め
て
、
生
徒
が
安
心
し
て
学
校
に
着
て
い
け
る

服
の
選
択
肢
を
増
や
す
こ
とを
目
指
す
。

②
各
学
校
の
方
針
等
は
、
生
徒
主
体
で
検
討
し
決
定
す
る
。

③
「学
校
に
着
て
い
く服
」は
、
生
徒
個
人
が
選
択
す
る
も
の
で
あ
り、
他
の
人
か
ら
強
制

さ
れ
た
り阻
害
さ
れ
た
りし
な
い
。

④
子
供
の
成
⾧
を
支
え
る
大
人
た
ち
が
連
携
し
、
「学
校
に
着
て
い
く服
」の
検
討
や

生
徒
一
人
一
人
の
選
択
に
寄
り添
い
、
支
援
し
て
い
く。

⑤
「学
校
に
着
て
い
く服
」を
通
し
て
、
生
徒
は
自
分
や
他
の
人
の
人
権
が
尊
重
さ
れ
て

い
る
こ
と、
多
様
性
を
認
め
合
う
こ
との
大
切
さ
を
実
感
で
き
る
。
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「学校に着ていく服」の実現に向けて必要な観点・取組
１．「学校に着ていく服」の方針等を検討するために必要な観点・取組

資料２

観
点

取 組

生徒 学校（教職員） 保護者・地域

現
状
の
把
握

• 現行制服に対して感じて
いること、考えているこ
とを整理する。

• 現行制服に対する生徒・
保護者・地域等の思いや
意見等を理解する。

• 教職員間で制服に対する
認識・考えを共有する。

• 現行制服に対する生徒・
保護者・地域等の思いや
意見等を集約し、共有す
る。

• 現行制服に対して感じて
いること、考えているこ
とを整理する。

• 現行制服に対する生徒・
保護者・地域等の思いや
意見等を理解する。

「
学
校
に
着
て
い
く
服
」
の
理
解

• 授業等を通して、被服
（制服）や人権・多様性
に関する理解を深める。

• 「学校に着ていく服」の
検討の必要性、理念・目
指す方向性等を理解する。

• 校内研修等を通して、教
職員の人権・多様性に関
する理解向上を図る。

• 教職員間で「学校に着て
いく服」に対する共通理
解を図る。

• 生徒が「学校に着ていく
服」の理解を深め、主体
的に考える機会や場を設
定する。

• 保護者や地域に対して、
「学校に着ていく服」の
検討の必要性、理念・目
指す方向性等を周知する。

• 「学校に着ていく服」の
検討の必要性、理念・目
指す方向性等を理解する。

生
徒
主
体
に
よ
る

検
討

• 自分の「学校に着ていく
服」について考える。

• 「学校に着ていく服」の
方針を生徒主体で話し合
い、決定する。

• 全生徒に対して検討状況
を見える化する。

• 生徒主体の検討組織を設
定し、側面から支援する。

• 検討組織と併せて、生徒
が自由に意見等を言える
仕組みを設定する。

• 生徒主体の検討を見守り、
支援する。

保
護
者
・
地
域

の
参
画

• 検討段階から保護者や地
域を巻き込む仕掛けを設
定する。

• 様々な機会を通じて、保
護者や地域へ検討状況を
報告する。

• 検討状況を保護者や地域
等へ随時共有し、理解を
得る。

• 検討状況を理解し、生徒
や学校の取組を支援する。

（１）周知・移行期間の設定
・方針等について、関係者へ十分な周知期間を設ける。

・学区内の小学校と連携し、小学校保護者へも早い段階から周知を図る。

・現行から大きな変更となる場合（現行制服の廃止、新制服・標準服導入など）は、完全導入

までの移行期間を設ける。

（２）方針等の見直し検討
・方針等は毎年生徒・保護者へ周知を図るとともに、課題等を踏まえた見直しの必要性について

生徒主体で検討する機会を設ける。

【方針等の運用にあたっての留意事項】
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（１）学校への支援

・「学校に着ていく服」検討ガイドラインを作成し、学校における検討を支援する。

・教職員に対する人権教育の充実を図る。

・各学校の検討状況を把握し、必要に応じた助言を行う。

（２）市民への理解啓発

・様々な機会を通して、「学校に着ていく服」の検討の必要性や理念・目指す方向性について
周知を図る。

・「（仮称）『学校に着ていく服』ロードマップ」について、各種媒体を通じて広く発信する。
（市公式HPや広報はままつなど）

・「学校に着ていく服」の啓発を通して、人権と多様性を尊重する風土を醸成する。

・外国籍や外国にルーツを持つ児童生徒の保護者には、就学相談等を通して「学校に着ていく服」
の理解啓発を図る。

「学校に着ていく服」の実現に向けて必要な観点・取組
２．「学校に着ていく服」の実現に向けて必要となる教育委員会の取組
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制服の見直しに関する調査結果（令和7年1月末時点）

■問３ 見直し後の着用ルール （n=15校 複数回答）

■問２ 見直しの内容 （n=15校)

《その他》
・現行の制服以外の制服を着用したい者には
ドレスコードを提示（紺もしくは黒の上下）

ブレザータイプの制服を

導入し、現行（従前）の

制服は廃止
3 

ブレザータイプ

を導入し、現行

（従前）の制服を

併用
9 

現行の制服

にスラックス

を導入
2 

その他
1 

校

校

校

校

2 

13 

15 

2 

2 

その他

誰でもスカートを選択できる

誰でもスラックスを選択できる

スラックスの型が複数あり、自由に選択できる

ブレザーの型が複数あり、自由に選択できる 校

校

校

校

校

《その他》
・現行の制服以外の制服を着用したい者にはドレスコードを提示（紺もしくは黒の上下）
・配慮を必要とする場合、本人・保護者の意思を確認して対応

■問４ 生徒への着用ルールの周知 （n=15校 複数回答）

2 

4 

5 

7 

3 

11 

その他

周知のための資料を配布し、口頭でも説明している

周知のための資料を配布している

「学校のきまり」に記載し、口頭でも説明している

「学校のきまり」に記載している

入学説明会で説明している 校

校

校

校

校

校

《その他》
・生徒会執行部で全生徒に説明
・小学校の方で制服を購入する際にスラックスかスカートを選択できることを説明

■問１ 制服（冬服）の見直し状況 （n=48校)

既に見直し済み
13 

R7から見直し
2 

R8から見直し予定
1 

R9から見直し予定
1 

検討は開始したが見直し時期

は未定
16 

未検討
15 

校

校

校

校

校

校

資料３


